避難者と支援者を結ぶ京都ネットワーク　みんなの手の会則

第１条　名称と所在地
「避難者と支援者を結ぶ京都ネットワーク　みんなの手」と称し、事務局を京都市伏見区に置く。

第２条　目的

みんなの手は、故郷から遠く離れた京都での生活を余儀なくされている人たちが、孤独や不安に陥らないように、ネットワークを作り続ける。すべての人に支援が届くような場・機会を設けることを目的として発足しました。

　避難者同士だけでは横のつながりだけではなく、地域の人たちと連携しながら京都での生活を安心して送ることが大切だと考え、京都や地域の生活に慣れ親しむ機会を作ることを進め、避難者の体験を京都に人たちに発信する機会も設けています。

　また、故郷を離れ京都に住む人たちが、故郷とつながり続けることができるように、京都と故郷（被災地）を結ぶ活動も行っています。避難者・移住者・京都そして故郷を結び、共に寄り添うため、輪を広げていくことも目的としています。

　避難者が発足した会なので避難者の視点を反映しながら支援者や支援団体に協力を得ながら目的を実現しています。
第３条　活動内容

本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。

1、 京都府下の避難者・支援者に届くよう、ニュースレターを発行するとともにウェブサイトやメーリングリストで周知する。

２、避難者・支援者をつなぐ機会を設ける。

３、避難者のニーズ、要望があった場合には、各支援団体などの協力を得ながら迅速に

実現する。

４、京都と避難者・移住者と故郷（被災地）を支援する活動を行う。 

５、避難者が京都の生活に慣れ親しみ、地域の人たちとつながって生活を確立するためのサポートを行う。

６、避難者の体験や被災地の声を届けるための機会を設ける。

第4条　会の設立年月日

　平成23年12月12 日

第5条　会の世話人

本会に役員は置かず、代表・書記・会計のみを置く。

　　　　　代表１名、書記1名、会計１名　

第6条　役員・会計の選出と任期

　代表・書記・会計の任期は１年とする。

　　　　　ただし、再任は妨げない。

第7条　総会

　　１　本会の総会を不定期に行う。

下記内容に関しては代表・書記会計がおおよそまとめる事とする。

　　　　　(1)事業計画　(2)予算・決算　(3)会則改正　(4)その他必要事項

　　２　3ヶ月毎に会全体の運営について協議する。

第8条　運営費

　本会の必要経費は、助成金や賛助金の収入によって賄う。

　

第9条　会計年度

　本会の会計は、4月1日から翌年度3月31日までとする。

第10条　会計報告

　本会の会計報告は、5月に行う。

付　則〕この会則は、平成24年7月1日より施行する。
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